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議案第１号  

 

令和３年度熊谷市一般会計予算  

 

  令和３年度熊谷市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６６，３００，０００千円と定める。  

２   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 （債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる  

 事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。  

  （地方債）  

第３条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、  

利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。  

（一時借入金）  

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３，０００，０００千円  

  と定める。  
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  （歳出予算の流用）  

第５条   地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる  

  場合は、次のとおりと定める。  

⑴   各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ  

    らの経費の各項の間の流用  

 

      令和３年２月２６日提出  

 

                                                            埼玉県熊谷市長   富 岡   清     



　 第 １ 表　　歳入歳出予算

   歳     入 単位　　千円　　

款 項

 1 市税 27,681,769    

 1 市民税 11,827,000    

 2 固定資産税 12,385,569    

 3 軽自動車税 549,200    

 4 市たばこ税 1,185,000    

 5 都市計画税 1,735,000    

 2 地方譲与税 556,297    

 1 地方揮発油譲与税 140,000    

 2 自動車重量譲与税 400,000    

 3 森林環境譲与税 16,297    

 3 利子割交付金 18,000    

 1 利子割交付金 18,000    

 4 配当割交付金 70,000    

 1 配当割交付金 70,000    

 5 株式等譲渡所得割交付金 50,000    

 1 株式等譲渡所得割交付金 50,000    

 6 法人事業税交付金 240,000    

 1 法人事業税交付金 240,000    

 7 地方消費税交付金 4,500,000    

 1 地方消費税交付金 4,500,000    

 8 ゴルフ場利用税交付金 50,000    

 1 ゴルフ場利用税交付金 50,000    

金 額

3
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単位　　千円　　

款 項

 9 環境性能割交付金 70,000    

 1 環境性能割交付金 70,000    

10 地方特例交付金 180,000    

 1 地方特例交付金 180,000    

11 地方交付税 3,600,000    

 1 地方交付税 3,600,000    

12 交通安全対策特別交付金 30,000    

 1 交通安全対策特別交付金 30,000    

13 分担金及び負担金 351,064    

 1 負担金 351,064    

14 使用料及び手数料 710,903    

 1 使用料 613,741    

 2 手数料 97,162    

15 国庫支出金 11,052,014    

 1 国庫負担金 9,880,721    

 2 国庫補助金 1,139,838    

 3 委託金 31,455    

16 県支出金 5,021,249    

 1 県負担金 3,502,219    

 2 県補助金 1,119,361    

 3 委託金 399,669    

17 財産収入 90,434    

金 額

4
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単位　　千円　　

款 項

 1 財産運用収入 78,772    

 2 財産売払収入 11,662    

18 寄附金 1    

 1 寄附金 1    

19 繰入金 3,376,268    

 1 基金繰入金 3,376,268    

20 繰越金 1,000,000    

 1 繰越金 1,000,000    

21 諸収入 2,725,301    

 1 延滞金、加算金及び過料 46,000    

 2 市預金利子 167    

 3 貸付金元利収入 1,127,460    

 4 受託事業収入 74,820    

 5 雑入 1,476,854    

22 市債 4,926,700    

 1 市債 4,926,700    

66,300,000    

金 額

歳 入 合 計

5
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   歳     出 単位　　千円　　

款 項

 1 議会費 443,944    

 1 議会費 443,944    

 2 総務費 6,376,870    

 1 総務管理費 4,940,414    

 2 徴税費 666,907    

 3 戸籍住民基本台帳費 484,853    

 4 選挙費 216,586    

 5 統計調査費 28,788    

 6 監査委員費 39,322    

 3 民生費 30,123,012    

 1 社会福祉費 13,983,080    

 2 児童福祉費 11,797,976    

 3 生活保護費 4,341,956    

 4 衛生費 5,472,614    

 1 保健衛生費 2,490,115    

 2 清掃費 2,982,499    

 5 労働費 395,724    

 1 労働諸費 395,724    

 6 農林水産業費 1,146,514    

 1 農業費 1,130,170    

 2 林業費 16,344    

 7 商工費 2,136,770    

金 額

6
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単位　　千円　　

款 項

 1 商工費 2,136,770    

 8 土木費 7,303,447    

 1 土木管理費 373,807    

 2 道路橋りょう費 2,233,235    

 3 河川費 321,913    

 4 都市計画費 4,192,971    

 5 住宅費 181,521    

 9 消防費 2,600,404    

 1 消防費 2,600,404    

10 教育費 5,905,527    

 1 教育総務費 1,405,128    

 2 小学校費 726,731    

 3 中学校費 616,795    

 4 幼稚園費 30,718    

 5 社会教育費 1,750,243    

 6 保健体育費 1,375,912    

11 公債費 4,295,174    

 1 公債費 4,295,174    

12 予備費 100,000    

 1 予備費 100,000    

66,300,000    

金 額

歳 出 合 計

7
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第２表  債務負担行為

庶務事務システム導入事業
令和４年度から
令和９年度まで

４６，０００千円

市民税・県民税納税通知書作成等業務委託 令和４年度 ４，３００千円

固定資産税・都市計画税納税通知書作成等
業務委託

令和４年度 １，５００千円

土地評価基礎資料作成業務委託
令和４年度から
令和５年度まで

２３，０００千円

重度心身障害者医療費データ入力業務委託 令和４年度 ９００千円

あんしんコール事業業務委託 令和４年度 １０，１００千円

こども医療費データ入力業務委託 令和４年度 ８８０千円

子育て支援・保健拠点施設事業者選定支援業務
委託

令和４年度 １４，０００千円

（仮称）道の駅「くまがや」事業者選定支援業
務委託

令和４年度 １０，０００千円

事　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

8
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事　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

久保島跨線橋修繕工事委託 令和４年度 ２００，０００千円

英語指導助手業務委託 令和４年度 ９３，０００千円

熊谷文化創造館消防設備改修工事 令和４年度 １８，５００千円

9



10

     第３表　地方債
　 第３表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

水道事業会計出資事業 274,000千円
普通貸借
又　　は
証券発行

  ４．０％以内
３０年以内（うち据置５年以内）償還。ただし、財政そ
の他の都合により繰上償還し、又は償還期限を短縮し、
若しくは低利債に借り換えることができる。

東武熊谷線跡地道路改
良事業

162,200千円
普通貸借
又　　は
証券発行

　４．０％以内
１５年以内（うち据置３年以内）償還。ただし、財政そ
の他の都合により繰上償還し、又は償還期限を短縮し、
若しくは低利債に借り換えることができる。

市道９０００７号線道
路改良事業

77,700千円
普通貸借
又　　は
証券発行

  ４．０％以内
１５年以内（うち据置３年以内）償還。ただし、財政そ
の他の都合により繰上償還し、又は償還期限を短縮し、
若しくは低利債に借り換えることができる。

籠原駅南口線道路改良
事業

198,800千円
普通貸借
又　　は
証券発行

  ４．０％以内
１５年以内（うち据置３年以内）償還。ただし、財政そ
の他の都合により繰上償還し、又は償還期限を短縮し、
若しくは低利債に借り換えることができる。

準用河川緊急浚渫事業 26,000千円
普通貸借
又　　は
証券発行

  ４．０％以内
１０年以内（うち据置３年以内）償還。ただし、財政そ
の他の都合により繰上償還し、又は償還期限を短縮し、
若しくは低利債に借り換えることができる。

消防施設整備事業 92,300千円
普通貸借
又　　は
証券発行

  ４．０％以内
１５年以内（うち据置３年以内）償還。ただし、財政そ
の他の都合により繰上償還し、又は償還期限を短縮し、
若しくは低利債に借り換えることができる。

学校施設整備事業 95,700千円
普通貸借
又　　は
証券発行

  ４．０％以内
１５年以内（うち据置３年以内）償還。ただし、財政そ
の他の都合により繰上償還し、又は償還期限を短縮し、
若しくは低利債に借り換えることができる。
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

臨時財政対策 4,000,000千円
普通貸借
又　　は
証券発行

  ４．０％以内
（ただし、利率見直し方式で借入
れる政府資金及び地方公共団体金
融機構資金について、利率の見直
しを行った後においては、当該見
直し後の利率 ）

２０年以内（うち据置３年以内）償還。ただし、財政そ
の他の都合により繰上償還し、又は償還期限を短縮し、
若しくは低利債に借り換えることができる。

合           計 4,926,700千円
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議案第２号  

 

令和３年度熊谷市国民健康保険特別会計予算  

 

  令和３年度熊谷市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，３３５，１９８千円と定める。  

２   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 （債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる  

 事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。  

（一時借入金）  

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０００千円  

  と定める。  

  （歳出予算の流用） 

第４条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる 

  場合は、次のとおりと定める。 
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  ⑴  保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間 

    の流用 

 

      令和３年２月２６日提出  

 

                                                            埼玉県熊谷市長   富 岡   清        

 



　 第 １ 表　　歳入歳出予算

   歳     入 単位　　千円　　

款 項

 1 国民健康保険税 3,428,584    

 1 国民健康保険税 3,428,584    

 2 使用料及び手数料 1    

 1 手数料 1    

 3 県支出金 13,900,837    

 1 県負担金・補助金 13,900,837    

 4 財産収入 24    

 1 財産運用収入 24    

 5 繰入金 1,933,070    

 1 他会計繰入金 1,933,070    

 6 諸収入 72,682    

 1 延滞金、加算金及び過料 46,900    

 2 雑入 25,782    

△ 国庫支出金 -    

△ 国庫補助金 -    

19,335,198    

金 額

歳 入 合 計
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   歳     出 単位　　千円　　

款 項

 1 総務費 215,784    

 1 総務管理費 193,946    

 2 徴税費 21,200    

 3 運営協議会費 638    

 2 保険給付費 13,751,476    

 1 療養諸費 12,009,040    

 2 高額療養費 1,673,650    

 3 葬祭諸費 16,500    

 4 出産育児諸費 50,426    

 5 移送費 60    

 6 傷病手当金 1,800    

 3 国民健康保険事業費納付金 5,017,315    

 1 医療給付費分 3,332,836    

 2 後期高齢者支援金等分 1,210,772    

 3 介護納付金分 473,707    

 4 共同事業拠出金 10    

 1 共同事業拠出金 10    

 5 保健事業費 319,136    

 1 保健事業費 131,070    

 2 特定健康診査等事業費 188,066    

 6 積立金 25    

 1 積立金 25    

金 額
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単位　　千円　　

款 項

 7 公債費 1,000    

 1 公債費 1,000    

 8 諸支出金 30,352    

 1 償還金及び還付加算金 30,352    

 9 予備費 100    

 1 予備費 100    

19,335,198    

金 額

歳 出 合 計

17
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第２表  債務負担行為

療養費内容点検業務委託 令和４年度 ３，０００千円

事　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額
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公 共 用 地 先 行 取 得 特 別 会 計  
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議案第３号  

 

令和３年度熊谷市公共用地先行取得特別会計予算  

 

  令和３年度熊谷市の公共用地先行取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，００６千円と定める。  

２   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 

      令和３年２月２６日提出  

 

                                                            埼玉県熊谷市長   富 岡   清  

 



　 第 １ 表　　歳入歳出予算

   歳     入 単位　　千円　　

款 項

 1 繰入金 5,006    

 1 他会計繰入金 5,006    

5,006    

金 額

歳 入 合 計

20
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   歳     出 単位　　千円　　

款 項

 1 公債費 5,006    

 1 公債費 5,006    

5,006    

金 額

歳 出 合 計

21
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駐 車 場 事 業 特 別 会 計             
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議案第４号  

 

令和３年度熊谷市駐車場事業特別会計予算  

 

  令和３年度熊谷市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，２１０千円と定める。  

２   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

   

      令和３年２月２６日提出  

 

                                                            埼玉県熊谷市長   富 岡   清  

 



　 第 １ 表　　歳入歳出予算

   歳     入 単位　　千円　　

款 項

 1 使用料及び手数料 8,018    

 1 使用料 8,018    

 2 繰入金 11,012    

 1 他会計繰入金 11,012    

 3 諸収入 180    

 1 雑入 180    

19,210    

金 額

歳 入 合 計

24

24



   歳     出 単位　　千円　　

款 項

 1 駐車場費 19,110    

 1 事業費 19,110    

 2 予備費 100    

 1 予備費 100    

19,210    

金 額

歳 出 合 計
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熊 谷 都 市 計 画 事 業 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計  
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議案第５号  

 

令和３年度熊谷市熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算  

 

  令和３年度熊谷市の熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，５７０，２０６千円と定める。  

２   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

  （歳出予算の流用）  

第２条   地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる  

  場合は、次のとおりと定める。  

  ⑴   各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ  

    らの経費の各項の間の流用  

 

      令和３年２月２６日提出  

 

                                                            埼玉県熊谷市長   富 岡   清  



　 第 １ 表　　歳入歳出予算

   歳     入 単位　　千円　　

款 項

 1 分担金及び負担金 6,020    

 1 籠原中央第一土地区画整理事業保留地処分金 1,200    

 2 上石第一土地区画整理事業保留地処分金 4,820    

△ 上之土地区画整理事業保留地処分金 -    

 2 国庫支出金 33,400    

 1 上石第一土地区画整理事業国庫補助金 20,000    

 2 上之土地区画整理事業国庫補助金 13,400    

 3 県支出金 4,000    

 1 上之土地区画整理事業県補助金 4,000    

 4 繰入金 1,524,539    

 1 籠原中央第一土地区画整理事業繰入金 101,339    

 2 上石第一土地区画整理事業繰入金 637,083    

 3 上之土地区画整理事業繰入金 786,117    

 5 諸収入 2,247    

 1 預金利子 10    

 2 籠原中央第一土地区画整理事業雑入 1,251    

 3 上石第一土地区画整理事業雑入 28    

 4 上之土地区画整理事業雑入 958    

1,570,206    

金 額

歳 入 合 計

28

28



   歳     出 単位　　千円　　

款 項

 1 区画整理費 1,570,106    

 1 籠原中央第一土地区画整理費 103,700    

 2 上石第一土地区画整理費 661,931    

 3 上之土地区画整理費 804,475    

 2 予備費 100    

 1 予備費 100    

1,570,206    

金 額

歳 出 合 計

29

29



 

 

 

 

 

 

 

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計  
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議案第６号  

 

令和３年度熊谷市農業集落排水事業特別会計予算  

 

  令和３年度熊谷市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１３，５９９千円と定める。  

２   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

  （地方債）  

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、  

利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。  

 

      令和３年２月２６日提出  

                                                            埼玉県熊谷市長   富 岡   清  



　 第 １ 表　　歳入歳出予算

   歳     入 単位　　千円　　

款 項

 1 分担金及び負担金 8,560    

 1 分担金 4,000    

 2 負担金 4,560    

 2 使用料及び手数料 139,337    

 1 使用料 139,337    

 3 県支出金 6,300    

 1 県補助金 6,300    

 4 繰入金 238,470    

 1 他会計繰入金 238,470    

 5 諸収入 32    

 1 雑入 32    

 6 市債 20,900    

 1 市債 20,900    

413,599    

金 額

歳 入 合 計

32

32



   歳     出 単位　　千円　　

款 項

 1 農業集落排水費 262,760    

 1 総務費 59,341    

 2 維持管理費 203,419    

 2 公債費 150,739    

 1 公債費 150,739    

 3 予備費 100    

 1 予備費 100    

413,599    

金 額

歳 出 合 計

33

33



34

　 第２表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

農業集落排水事業 20,900千円
普通貸借
又　　は
証券発行

　４．０％以内
１０年以内（うち据置２年以内）償還。ただし、財政
その他の都合により繰上償還し、又は償還期限を短縮
し、若しくは低利債に借り換えることができる。

34



 

 

 

 

 

 

 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計  
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議案第７号  

 

令和３年度熊谷市後期高齢者医療特別会計予算  

 

  令和３年度熊谷市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４８２，７８１千円と定める。  

２   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

   

      令和３年２月２６日提出  

 

                                                            埼玉県熊谷市長   富 岡   清  

 



　 第 １ 表　　歳入歳出予算

   歳     入 単位　　千円　　

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 1,890,320    

 1 後期高齢者医療保険料 1,890,320    

 2 使用料及び手数料 1    

 1 手数料 1    

 3 繰入金 553,570    

 1 他会計繰入金 553,570    

 4 繰越金 32,000    

 1 繰越金 32,000    

 5 諸収入 6,890    

 1 延滞金、加算金及び過料 451    

 2 償還金及び還付加算金 6,418    

 3 雑入 21    

2,482,781    

金 額

歳 入 合 計

36

36



   歳     出 単位　　千円　　

款 項

 1 総務費 66,303    

 1 総務管理費 57,478    

 2 徴収費 8,825    

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 2,409,960    

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 2,409,960    

 3 諸支出金 6,418    

 1 償還金及び還付加算金 6,418    

 4 予備費 100    

 1 予備費 100    

2,482,781    

金 額

歳 出 合 計

37

37


